
 

 

 
 

                           令和８年１月１４日発行 

あけましておめでとうございます  

－公民館活動の更なる充実に向けてご協力をお願いいたします－ 

地域の皆様には、お健やかに初春をお迎えのことと存じます。  

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

昨年は、コロナ禍からの復活の傾向がさらに顕著となり、主催事業の各種学級・講座・講演会等で参

加者が徐々に増え、明るく楽しく活動できました。クラブも支障なく活動でき、公民館に活気が戻って

きています。 

特に、通常開催“３年目”となった第４９回文化祭も、埼玉県警察音 

楽隊の迫力ある演奏に、会場の外にまで人が溢れたコンサ－トを初めと 

して、クラブ及び地域の皆様からの文化展への数多くの作品展示、２１ 

演目の芸能発表、そして、ゼリ－フライ、とん汁、みそおでんの提供に、多くの方にご来場いただき盛

会裏に終了できたことが一番の収穫でした。これも、ひとえに、地域の皆様のご理解とご協力のお陰と

心より感謝申し上げます。 

さて、今年度も残り３ヶ月、いよいよ仕上げの時期となりました。今年も「人の集まる、開か 

れた太井公民館」を目指し、更に活動を充実させていきます。 

皆様のご理解ご協力を宜しくお願い致します。 

 

演題：『高齢者の肺炎予防』 

～肺炎球菌ワクチンについて～ 

（概要）・肺炎の原因である「肺炎球菌」と感

染の仕組みについて 

・肺炎等の重症化を防ぐためのワクチン 

（肺炎球菌・インフルエンザ・コロナ） 

講師：羽生総合病院 認定看護師鈴木寛先生 

※ 申込み可能な講座についてのお問い合わせは公民館（５５３－０７６６）へお願いします。                                       

 



 

 

 

 

 

１年間の感謝を込めた 
「太井地区館外学習」の開催について（ご案内） 

（１） 実 施 日 ３月５日（木）太井公民館 7時00分集合・出発・18時20分頃帰着予定 

（２） 研修場所  『春の房総』 

○太井公民館発（7：00） 
〇道の駅とみうら 枇杷倶楽部：花摘みをしよう。                      
〇ザ・フィッシュ（ 昼食 ）  
〇日本寺（鋸山大仏：安房三十四観音 第八番）（観光）    
〇海ほたるＰＡ（買い物） 
◎太井公民館着（ 18:20予定 ） 

   ※諸事情により内容の変更となる場合もございます。 

ご了承ください。 

（３） 参加費  １人 ８,０００円（予定） 

（４） 定 員  ４０名（定員になり次第、締め切らせていただきます） 

（５） 申込方法 

 

太井公民館図書室からのお知らせ：（令７．１０）市から寄贈された本の紹介 

書籍名 作者名 出版社 

須加を愛する仏様 

阿弥陀院さま 桂昌院  

さく・えゆざわひろゆき 

原作 行田の昔ばなし 

絵本出版 

実行委員会 

 

（１）申込み対象  太井地区住民 

（２）申込み期間  令和８年２月３日（火）～２月１７日（火） 

午前９時から午後４時まで（月曜、祝日は除く） 

◎電話による申込みは、２月４日（水）午前９時より受付いたします。 

（３）申込み先  太井公民館（電話：（☎５５３－０７６６）） 

 〇公民館窓口にて申込み用紙に記入し参加費を添えて、お申し込みください。  

 ●定員に満たない場合、２月１８日（水）から『太井地区外の方の申込み』を受付いたします。 

太井地区人権教育推進協議会主催  第２回太井地区人権教育講演会  

【開催日時】令和８年２月１日(日) 午前１０時～１２時 

              午前９時４０分から受付開始 

【開催場所】太井公民館ホ－ル 

【講  師】岩瀬曻一先生［彩の国生きがい講師団：彩講会会長］ 

【仮 演 題】昭和１００年にちなんで、 

戦後８０年思い出のスポーツ放送と世相を語る 

～命の大切さ・戦争と人権～ 

［概要］懐かしい昭和の名場面を“講師の実況放送”で振り返り、

その当時の世相を語っていただきます。その世相を振り返

る中で、“命の大切さ”・“戦争と人権”について、お話して

いただきます。 

     

 

 

 

 

 

 

※申込みについては、 

１月１４日(水)以降、太井公民館  

に、直接来館又はお電話でお問合 

せください。 

〇先着５０名まで受付いたします。 

太井地区人権協議会 会長 吉田 晳 

摘み取る花の種類は、今

後の生育次第で、当日ま

で未定とのことです。 

第１回(R7.8.30)人権教育講演会の様子 

【お知らせ】今年より、税の申告関係書類は、公民館に配置されません。―税務課より― 


